
｢福祉社会論」の再考
-福祉問題における韓国的経験を手がかりに-

金 成 垣

今日、社会福祉の議論において、「福祉国家」を補完あるいは代替しうるものとして「福祉社会」に関する
議論がなされている。これはく福祉国家から福祉社会へ〉という考え方と集約されるが、この考え方は、福
祉国家の縮小を主張する新自由主義的論理と同様のものと理解される場合が多い。本稿の目的は、まず、福
祉社会論を「新自由主義的側面」と「制度主義的側面」という二重の構図として捉え、その意味や意義を明
らかにし、次に、韓国の福祉問題からの経験的反証を加えることで福祉社会論の「制度主義的側面」を救い
上げることである。以上の分析を踏まえることによって、新自由主義とは共振しない制度主義的福祉社会論

’

’ を構想しうる可能性を探ることにする。

多様化の現象が多く見られるようになった（平
岡2000:３０)。
このような流れのなか、近年、社会福祉の

議論においては、「福祉国家」とは区別される
ものとして、「福祉社会」という考え方が提唱
されるようになった。例えば、NonnanJohnson
(1987=1993)や丸尾直美(1998)、あるいは
藤村正之(1999)に見られるように、政府以外
の多様な福祉主体の役割を論ずる「福祉多元
主義」(welfarepluralism)や「福祉ミックス」
(mixedeconomyofwelfare)という概念が登場
し、その概念が「福祉社会」を実現する方策と
して用いられている（藤村1999:3)。具体的に
は、福祉の供給が公的部門、ボランタリー部門
(非営利部門)、営利部門、インフォーマル部門
(家族、親族）の異なる４部門によって行われる
と想定しているが(Johnsonl987=1993)、それ
は、従来における政府のみを福祉の供給先とす

１はじめに

福祉問題における新自由主義的言説の核心
は、市場経済と福祉国家体制は両立しえない点
であろう。1980年代以降、このような新自由
主義的言説とともに「福祉国家の危機」に関
する議論が盛んになった(Piersonl991=1996:
chap.2)。それは公平性を重視する福祉国家体
制を退け、市場合理性を重視する体制への転換
を意味するものである。実際、この「福祉国家
の危機」を発端として、アメリカやイギリスを
含む多くの国々においては、福祉国家体制の非
効率性などの問題性が指摘され、政府の福祉政
策に「小さい政府」を強調する新自由主義的ア
プローチが台頭し、福祉にかかわる政府の役割
が減少しつつ民間営利・非営利部門の役割が増
大するなど、福祉の供給主体に多元化あるいは
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る考え方を見直すことで、福祉国家ではなく多
● ●

様な福祉の担い手からなる福祉社会を提唱した
ものである。
ところで、福祉国家と福祉社会との関係づけ

の仕方について、近年の福祉社会論において
は、後者は前者を否定すべきものであるという
考え方や、そこまではいかなくても、後者は前
者の次の段階に来るべきものだとの考え方が支
配的であるようにみえる（武川2001:28)。星
野信也(1985)が指摘しているように、福祉社
会というものは、「大きな政府」に対するオル
タナティブとして登場したわけだが、それは福
祉国家が「大きい政府」によって福祉供給を行
うため非効率的であり、このため福祉社会とい
う「小さい政府」または政府以外の主体によっ
て福祉供給が担われるべきであるという、いわ
ばく福祉国家から福祉社会へ〉（岡田1984;正村
2000）という考え方である。このような考え方
は、もしそうであるならば、経済的合理性およ
び「最大化原理」をその前提とする新自由主義
的基盤に立っていることは否めないであろう。
確かに福祉社会論のもつ新自由主義偏りの傾向
を指摘している議論(Walkerl986;Mishral990)は、
福祉社会論のこの側面に焦点を当てているもの
であろう。
しかしながら、福祉社会論は後にみるように、

共同性や規範性など、経済的合理性とは異なる
社会的諸価値をも論の基底に据えていることが
わかる。そのため、本稿においては、福祉社会
論を新自由主義的側面と制度主義的側面に分け
て、議論を進めていこうとするが、1980年代
におけるニューライト的政策や昨今における韓
国的経験を踏まえば、前者は退かれ、後者の可
能性が浮かび上がる。本稿の目的は、後者を救
い上げ、福祉社会論の問題点を明らかにしつつ、
その可能性を模索することである。

そのため、まず、第２節では「福祉国家の危
機」に関する言説を出発点として、福祉社会論
が台頭するロジックや論の構図を追ってみるこ
とにする。そこでは福祉社会論における二重の
構図が想定されることになる。そして、第３節
では、特に近年における韓国の福祉問題を制度
論的説明に導きべ<経験的な反証を踏まえ、最
後に第４節では導かれた知見を用いて福祉社会
論を再考しつつ、その問題点と可能性を探って
みることにする。

２福祉国家から福祉社会へ？

２-１「福祉国家の危機」という問題
「福祉国家の危機」という問題を経済的な観

点に即してみると、それは１９７０年代以後にお
ける西欧の経済停滞による福祉国家体制の破綻
と、それに伴う新自由主義的傾向の台頭とかか
わらせて考えることができよう(Piersonl991=
1996:chap.２)。「福祉国家の危機」に対する理論
的言説を整理したChristopherPiersonは、とく
に新自由主義による福祉国家批判の論点を．次の
6点に見出している。すなわち、(1)福祉国家は、
投資インセンティブや勤労インセンティプを損
なっている点で「非経済的」である、(2)福祉国
家は、官僚制の急速な肥大化をもたらしている
点で「非生産的」である、(3)福祉国家は、福祉
供給や福祉制度の創設を独占することによって、
消費者の利益よりは生産者の利益にかなう,シス
テムを導くという点で「非効率的」である、（４）
福祉国家は、莫大な資源を投入するにも関わら
ず、貧困と欠乏を除去するのに役立たないとい
う点で「非効果的」である、(5)福祉国家は、官
僚制支配の拡張により、個々の市民やあらゆる
共同体に対して社会統制の拡張を引き起こす点
で「専制的」である、(6)福祉国家は、強制的な
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による効率性の追求か分配の公平性か」などと
いった新自由主義的な二者択一の思考法が徹底
され、その結果、〈市場経済化と福祉国家の後
退〉に至るのである。
実際、冷戦時代の終焉後、世界システムにお
けるアメリカの支配的地位の確立は、このよう
な傾向をより強めていることは否めないであろ
う。それまで新自由主義的な政策を採用してき
たアメリカ経済の繁栄により、アメリカを中心
とする新自由主義的なイデオロギーに基づく市
場原理がグローバル・スタンダードという名の
もとに、世界の隅々まで浸透してきている。と
りわけ、1990年代以降、世界中の国々がアメ
リカの作った規則のもとで国際競争をおこなわ
なければならなくなり（武川l999:132)、これ
まで国民国家という枠組みのなかで行われえた
国家介入による経済・社会政策は不可能になり
つつ、経済的合理性を前提とした上で、個人主
義的で自助能力を基本とする市場原理が自らの
領域を広げている。

サービス供給によって個人の選択を否定する点
で「自由の否定」である、という点である。こ
こでは詳細は省くことにするが、これらの諸
論点は、けつきよく「福祉国家は、福祉と自由
を最大化する自由市場社会の基本原則にたい
する、不適切で無原則な侵害であ」り、「それ
は、自由、正義、および真の長期的な福祉に相
反する」ということである(Piersonl993=1996:
96-8)。
いずれにせよ、ここでの彼の意味する「福祉

国家の危機」であるならば、その危機の解決法
をも単純明快であろう。つまり、それは福祉
国家の「解体」（少なくとも「後退｣）に他ならな
い。伝統的な福祉国家の特徴であった社会権と
しての福祉を保障する政府の役割は縮小し、そ
こに何らかの市場メカニズムを導入すること
である（平岡2000)。したがって、伝統的な福
祉国家の目的が、GostaEsping-Andersen(1990)
が強調したような労働の脱商品化にあるとすれ
ば、新自由主義においては、労働の（再）商品
化が強調される。そのためには、国家介入は縮
小し、これまで政府が供給してきた多様な福祉
給付に市場重視型政策を導入しなければならな
い(Piersonl993=1996)ことになる(1)。
いうまでもないが、以上のような福祉国家批

判の底辺には、今日の主流経済学＝新古典派
経済学の考え方が内在している。つまり、「市
場とは（合理的な諸個人が自己利益を追求す
る「自由」さえ保障されれば）自動的に最適な
資源配分を実現」し、「社会の均衡を保障する」
という前提のもとで、介入主義的な福祉国家体
制は、何らかの意味で悪とみなされ「なるだけ
市場に任せて政府の介入は少なくした方がよ
い」（金子2001:22-3)(2)ということになるので
ある。ここから、「市場原理か国家規制か」「小
さい政府か大きい政府か」あるいは「市場競争

’

｜
２-２福祉社会論の二重構図：その意味と限
界
以上のような「福祉国家の危機」が論じられ

始めてから、ほぼ４半世紀が経過した。この
間にその危機を乗り越えようとする試みから福
祉国家に関する様々議論が登場してきたが、近
年「福祉国家」とは区別されるものとして「福
祉社会」という考え方が注目を集めるようにな
った。Johnson(1987=1993)、丸尾(1998)、藤
村(1999)、洪堀駿(2000)などが中心で、そ
の具体的なテーマや議論の展開過程は、必ずし
も同一ではないが、丸尾の要約的表現に従えば、
それは次のようなものである。

｜
｜

(福祉社会論(3)は）市場の役割を重視する点
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とインフォーマル部門の役割を重視する点で
は、従来のスウェーデン型の福祉国家論とは
異なる。しかし、新自由主義を同調するわけ
ではない。社会のシステムには……(l)市場シ
ステム、(2)公的計画システム、(3)インフオー
マルシステムという３つのシステムがある
が、それぞれの長所を生かして……その有機
的な組合せを実現するという形で、市場重視
の新自由主義の主張を取り入れつつも、福祉
国家論を発達させようとするのものである。
(丸尾1998:序章）

論の考え方は、ある意味で新自由主義的基盤に
立っているといえる。なぜなら、上述した福祉
社会論の２つの特徴が、福祉国家という「大
きい政府」の問題性や矛盾を批判する新自由主
義的考え方と親和性をもつからである。前項で
みてきたように、福祉問題における新自由主義
の考え方は、政府の福祉供給の代わりに市場原
理にもとづく多様な福祉供給を選好するもので
あったが、このことからすれば、担い手の失敗、
つまり「政府の失敗」を様々な担い手に分散す
ること、または経済的非効率性の失敗を，市場
原理を導入することによって解決しようとする
ような福祉社会論の議論には、新自由主義的論
理がそのまま反映されているようにみえるの
である。たとえば，鄭武權（2000＝2002）は、
福祉社会論は「福祉国家の新自由主義的批判と
親和関係」があることを指摘した後、それは
｢新自由主義イデオロギーと結合して市場が国

家福祉の代替手段として主張される可能性が高
い」と述べている。またRameshMishra(1990)
は、福祉社会論の視点は、「福祉の全体システ
ムにおいて雇用主、ボランタリーアソシエーシ
ョン、家族などの役割を拡大すると同時に国家
の役割を減少しようとする主張」と直結するこ
とを指摘している。さらに、AlanWalker(1984)
においても同様であるが、このように福祉社
会論の考え方を「国家の役割縮小論」(JChnson
1987=1993:67)と同様にみることは、福祉国
家の価値にコミットする論者や政府の福祉政策
を擁護する論者のあいだでは多く見られる見解
である(5)。だが、以下でみるように、「福祉社
会」に対するそのような見解は、福祉社会論の
一側面しか見ていないことであるといわざるを

得ない。
そもそも福祉社会論の議論の立て方は、Karl

Polanyiの経済人類学にその出発点を置いてい

この文章からは、まず政府のみならず多様な
福祉の担い手を想定している点と、そして次
に、何らかの市場原理を福祉分野に導入してい
る点を読み取ることができる。つまり、従来の
福祉に関わる議論においては、その２つの要
因が排除されていたか、あるいは少なくとも軽
視されていたことになるだろう。前者に関して
は、確かに従来の福祉研究はもっぱら政府とい
う狭い制度領域だけに焦点を当てていた、いわ
ば「国家中心主義のバイアス」（武川2001:38)
のゆえに、政府による社会保障・事業のあり方
が議論の焦点になっていた側。そして後者に関
しては、福祉を充足するのは市場か政府の福祉
政策であろうという前提のうえで、「効率性か
分配の公平性か」あるいは「競争か平等か」な
どといった図式のもとで、その両者は互いに相
容れない要素と見なされ、トレード・オフの視
点から説明される場合が多かった。しかし、福
祉社会論は、まず、政府以外の福祉の担い手を
想定すること、次に何らかの形で市場原理を福
祉分野に導入することによって、従来の福祉研
究とは異なる方向から議論を進めているのであ
る。
以上のような特徴からすれば、この福祉社会
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日の福祉社会論は、一方では福祉国家の後退を
主張する新自由主義を受け入れつつも、他方で
は市場の外側に様々な制度領域を想定し、それ
による福祉の持続を論じている。分析的にみる
と、福祉社会論は新自由主義的側面と制度主義
的側面という２つの側面を併せ持っていると
いえる。市場原理や合理性を重視する新自由主
義の影響が強い前者は、政府の福祉的機能を減
じようする意図を持つと同時に、再分配的な制
度的福祉モデルを退け、市場経済化を進めるこ
とが、効率的な福祉供給をもたらすとする側面
である。そして、制度や共同性を重視する後者
は、その理念的水準の経験的顕現としての市場
のく外部〉にある福祉の制度領域を設定し、そ
の制度領域による福祉供給が市場交換とは異な
る原理によって行われていることを捉える側面
である。したがって、分析上、福祉社会論は、
｢新自由主義的福祉社会論」と「制度主義的福

祉社会論」との二重の構図として捉えるが可能
であるといえる。
このようにみてゆくと、政府を含む福祉の多

様な「制度」領域に注目する側面をもつ福祉社
会論は、「市場」のみを問題の解決策と考える
ような新古典派流の考え方とは確かに区別され
るべきであり、このようにみるかぎり、福祉社
会論を「最大化原理」や合理性を強調する新自
由主義的論理と同一視することはできないであ
ろう。福祉社会論の新自由主義的偏りを指摘す
る見解は、新自由主義的福祉社会論の側面に焦
点を当てたものであり、制度主義的福祉社会論
の側面には目を配っていないといわざるを得な
いのである。
ただし、以上のような二重の構図として想定
しうる福祉社会論の重大な難点も看過してはな
らない。というのは、新自由主義的側面と制度
主義的側面とをいかに統合しているかが、この

る（藤村1999:12-20;洪2000:22-6ほか)。つま
り、西欧で封建制が終焉を迎えるまでの生産と
分配の主な原理を家政、報酬、再分配とし、そ
の後成立する市場経済においては次第に交換
の原理が支配的になったとするPolanyiの資源
分配様式論(Polanyil977=1980)に依拠しつつ、
各々の様式に対応する「インフォーマルシステ
ム｣、「ポランタリーシステム｣、「公的システ
ム｣、「市場システム」によって構成される総体
としての福祉システム、そしてそのような構造
からなる「福祉社会」という考え方に至るので
ある。
このようなPolanyiに依拠する議論立ての地

平は、「福祉国家の危機」を乗り越えようとす
る福祉社会論を理解するうえで重要な論点とな
る。すなわち、議論を展開するにあたって、市
場の拡大がたえず持続される場合でも、決して
共同性の制約から完全に自由ではないという
Polanyi的見方に頼ることができるという点で
ある。それゆえ「福祉国家の危機」後における
市場経済化の進展のなかでも、福祉の供給が市
場の外側にある多様な制度領域によって担われ、
そのあり方を変えながら持続されていることを
論じることができる。福祉問題に対する新自由
主義的言説が政府という制度領域だけを問題と
し、その「後退」を論じているのに対して、福
祉社会論は、多様な中間集団を発見し、それら
の福祉的諸機能に注目することによって、市場
経済化のなかでも、福祉の供給が多様な制度領
域からなる福祉社会によって「持続」されるこ
とを論じることができる。このような考え方か
ら、「福祉国家」の抱える矛盾や問題性に対し
てそれを補完あるいは代替しうるものとしての
｢福祉社会」が提唱され、〈福祉国家から福祉社

会へ〉という問題設定がなされるのである旧)。
以上のような議論展開からわかるように、今

｜
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福祉社会論の議論のなかではブラックボック
スのままであるからである。「最適かつ有機的
な組合せ」（丸尾1998:序章)、「相乗効果」(Ever
1993)などの表現で、漠然と、あるいは暖昧に
語られるだけである。もちろん、市場と福祉
諸制度の歴史的運動過程に関するロジックは、
Polanyiに依拠する文脈で読み取れるが、しか
し、「市場と異質な原理を外的に対立したまま
の構図」というPolanyi的見方のもつ難点を鑑
みれば（杉浦2001:４)、彼に依拠する福祉社会
論もまったく同様の難点を持っている。つま
り、単に市場のく外部〉を設定するだけで、な
ぜく外部〉を設定しなければならないかについ
ては、いかなる説明もしていないのである。そ
のため、武川正吾(2001)も示唆しているよう
に、結局のところこの福祉社会論は、市場の
く外部〉にある多様な福祉の担い手をあるべき
ものとしながら、従来の政府の福祉的役割の縮
小を主張する規範的議論としての意味しか持た
ないことになる危険性をも孕んでいるといえる。
この意味において、もしも福祉社会論が、「新
自由主義に同調しない」（丸尾1998:序章）ある
いは「『政府の失敗』と『市場の失敗』を同時
に補完」（丸尾1996:105)という試みから近年
の福祉問題の解決しようとすれば、市場とその
く外部>、言い換えれば経済的合理性や最大化原
理を前提とする市場経済と、共同性や規範性を
標傍する福祉諸制度との関係性の問題をいかに
解明するかが、福祉社会論の最大な課題である
といえる。
以下では、以上のような問題群を念頭に置き

つつ、昨今における韓国の福祉問題を眺望して
みるが、前もって指摘しておけば、激しい変化
を遂げている近年の韓国の政策的状況には市場
と福祉諸制度の関係性についての経験的示唆が
含まれており、またその考察から、福祉社会論

の制度主義的側面を救い上げる可能性を見出す
ことができると思われる。

３福祉問題と韓国的経験

３-１市場経済化と福祉国家の併行
1998年初頭、IMF経済危機の克服という国

家的課題を背負って出帆した金大中政府は、金
融、財閥、産業、公共、労働分野など様々な分
野における構造調整政策を推進したが、これら
の政策内容をみると、資本市場の自由化、マネ
タリズムにもとづく財政政策、公共部門の民営
化、各種の規制撤廃、労働市場のフレキシビリ
ティ等々、その基本的方向は市場の合理性や市
場論理を強調する新自由主義的アプローチに基
づいていた（金l998ほか)。特に、過去十数年
間、通貨危機に陥ったラテンアメリカや東欧あ
るいは東アジアの諸国に救済金融を提供して
きたIMFや世銀の政策方向が社会・経済構造
の新自由主義的再編であったことを考慮すれば
(金子2001,2002)、政策全般の性格を典型的な
新自由主義であると規定していいだろう。
しかしながらその一方において、政府の福祉

政策の分野においては「国家福祉の超高速拡
大」（李2002:451)ともいうべきラディカルな
変化や成長を経験した。まず、第１に、社会
支出の急速な伸びである。IMF経済危機以後、
韓国は、OECD基準の総社会支出規模をみる
と、1996年と1999年の間で6.0%からll．８
％まで増加しており、また保健福祉部の予算に
おいても、1996年の２兆8512億Ｗｏｎから７
兆4581億Ｗｏｎまで2.5倍以上増加した。こ
の期間、政府の一般予算の増加率が約l.5倍で
あったことを考慮すれば社会支出の伸びは非常
に大きいものであるといえよう。
第２に、最も注目すべき政策変化は、社会

-６８-
’
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あるいは市場化される傾向が見られるはずであ
る。しかし韓国における現実的な経験は、〈市
場経済化と福祉国家化の併行〉ということであ
った。以下では、市場経済化と福祉国家化がい
かにして両立しえたのかについてみてみること
にしよう．

保険の適用拡大である。l999年３月に都市地
域の自営業者に国民年金を適用することによっ
て、ほとんどの国民が１つの制度に統合され、
先進諸国を除けばほとんど見られない皆年金を
施行した。また医療保険においても、これまで
職域と地域別に分立されていた医療保険制度の
管理や財政を統合し、国民健康保険制度として
一元化した。これによって国民年金や医療保

険分野では労働者、自営業者、農民すべてが１
つの制度のなかに包括され、地位の差別化は弱
くなり、社会的連帯性が強化された。また、産
災保険や雇用保険も２０００年７月から１人以上
の事業場まで適用範囲を拡大し、すべての労働
者をカバーするようになった。このように国民
皆年金・皆保険を実施することによって、普遍
主義的な制度が構築されたのである。
第３に、公的扶助分野における変化をも

見逃すことはできない。従来の生活保護制度
(1961年）が、労働能力のない人のみを生計保
護対象としたのに対して、新しく制定した基礎
法においては労働能力の有無にかかわらず、一
定水準の所得や財産などの与件を満たせば、最
低生活が保障されるようになった。これによっ
て、基礎生活保障給付の対象者が、従来の５０
万人から150万人まで３倍近く増加した。
以上のような変化は、韓国に近代的な福祉政

策が導入された1960年代以後、最も革新的で
あり、これは確かに福祉国家化の急速な進展で
あるといえよう(7)。ところで、ここで問題とな
るのは、このような韓国の福祉国家化が新自由
主義傾向の真っ只中で行なわれたことである。
記述した新古典派流の考え方に従えば、新自由
主義的構造調整＝市場経済化は、政府の福祉政
策にかなり脅威となり、福祉政策に関する公共
支出の大幅な削減を実施し、また政府によって
供給されていた福祉給付は、民営化されるか、

３-２韓国福祉国家の脆弱性：「立ち遅れた
国家、成長した市場、そして変形した共同
体」
韓国の福祉政策においてラディカルな発展や

成長が見られはじまったのは、1997年末にお
けるIMF危機とそれに伴う市場経済化が急速
に進められてから直ぐ後のことであった。危機
克服のために「市場経済」を標傍しながら新自
由主義的政策を推進してきた当時政府が、後か
ら「生産的福祉」(8)という国政目標として追加
し、それによる様々な福祉改革を推進したこと
には、以下で見るように、市場と福祉諸制度の
関係性の問題が孕まれている。
それは、おそらく福祉問題に対する新自由主

義的言説が、制度的福祉モデルを根幹とする伝
統的な福祉国家に対する批判を背景として生ま
れたとすれば、韓国はそもそもそのような福祉
体系をもっていなかったことと関わる。韓国に
おいてく市場経済化と福祉国家化の併行〉とい

● ●

う現象が生じたことには、西欧の強力な福祉国
家体制の財政圧迫や経済的危機が問題となった
こととは逆に、そういった危機が漏出させた福

● ● ●

祉国家体制の脆弱性の問題が存在するのである。
まず、〈表l>とく表2>をみてみよう。あ
る国が福祉国家としてどれほど充実しているか
を知るうえで最も重要な指標の１つは、それ
ぞれの国が福祉政策のためにどれくらいの費用
を使っているかということである（武川1999:
61)｡<表l>とく表2>は、それぞれ社会保障

’
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ｌ
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<表１〉年度別の社会保障費規模の国際比較（対GDP比、1993年）

･資料：ゴ・キョンフアン(1998)とOECD(1996)。ただし、鄭(2000=2002)から再引用
l)韓国の国民年金の老齢給付が本格的に行われていなかったため、殆どが軍人・公務員・教員年金である。
2)1993年度には韓国で失業（雇用）保険が実施されていない。したがって、韓国の失業給付は企業が支給する退職金手当であり、
他の国は社会保険から支給される失業給付である。
3）韓国の場合、法定退職手当を失業給付に含んで勘定した。

<表２〉経済的水準を考慮に入れた社会保障支出の国際比較

・資料:IME1996,GovernmentFinanceStatisticsYearbook;OECD,1996,SocialExpenditureStatisticofOCEDMember
Countries.ただし、鄭(2000=2002)から再引用
l)対GDP比の社会保障支出の基準として作成
2)該当国のｌ人当たりGDPが１万ドルに達した年度

規模の国際比較と、それに経済水準を考慮に
入れた国際比較である。これら両表からわかる
ように、韓国の福祉国家体制は、西欧先進諸
国は言うまでもなく、福祉国家の比較研究に
おいて「萌芽的」(anembryonicfbnn)福祉国家
(Brysonl992)、あるいは「低機能福祉国家」(a
lowperfomingwelfarestate)(Hilll996)として見な
されてきた日本よりはるかに低い水準であった。
さらに、社会保障制度の面からみると、IMF

危機以前の制度整備はほとんど整っていなかっ
た。特に社会保険においては数多くの未適用対
象者を含んでおり(9)、制度そのものは「『持た
ざるもの』を保護する制度ではなく、むしろ
『持つもの』を保護する反福祉的な制度」（李・

呂2001:28)となっていた。さらに国民の最低
生活を保障する公的扶助制度は、資本主義初期
の新救貧法の原則であった「劣位処遇の原則」
(lesseligibility)が徹底的に反映されていて、給

’
｜
’
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韓国 日本(鋤 アメリカ イギリス ドイツ スウェーデン フランス
老齢現金給付
障害現金給付
産業災害給付
疾病給付
老人・障害者福祉サービス
遺族給付
家族現金給付
家族福祉サービス
積極的労働市場プログラム
失業給付
退職手当

2）

保健部門公共支出
住宅給付
その他の給付
総計：対GDP比
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<表３〉１９９６年～９９年３／４期における全人口及び都市勤労者の貧困率推移
(単位：％）

.Ａは９４年度の最低生計費に毎年度の物価上昇率とGNPDenatorを勘案した数値を貧困線とした貧困率であり,Bは都市勤労
者の中位所得の５０％を貧困線として貧困率
･資料：朴（2000）

化した。極端的にはホームレスの数がIMF危
機以後急速に増加した。
IMF危機直後からIMFや世銀主導の下、新
自由主義的改革を推進してきた政府が、福祉諸
政策の拡充に力を傾けたのは、労働市場のフレ
キシビリティを拡大させるために推進した整理
解雇制や派遣勤労制などの様々な規制撤廃政策
が、韓国に類例のない高失業や所得分配構造の
悪化など深刻な社会的危機をもたらしたからで
あろう。そのうえ政府による福祉的機能を縮小
するところか、むしろ拡大の方向に向かわなけ
ればならなかった。構造調整政策＝市場経済化
の追求による社会的不安定化、それに伴う市場
機能の麻揮によって、これまで韓国の福祉国家
体制を支えてきた家族やローカルな地域社会は
機能不全に陥り、国家レベルにおける雇用保険
や年金制度などの諸制度を整っていかなければ
ならなかったのである。現に、この間の事態が
示すように、当時IMFが提案した年金民営化
の改革案は拒否され「公的管理、世帯間・階層
間の連帯、寛大な給与水準、賃金勤労者と自営
業者の統合管理」を特徴とする年金制度が実施
されたし、雇用保険の場合は、実施４年で全
ての労働者をカバーするようになった１０。また、
当時、政府がIMFによる財政支出の削減要求
にも関わらず、1998年半ばからIMFとの交渉

付基準が所得の有無ではなく、労働能力の有無
によって決められていた。このような状況のも
とで、これまで韓国社会では、個人の生活保障
は、国家より、個人あるいは家族を含む共同体
に任せることが多かった。洪（2000）が指摘し
ているように、「立ち遅れた国家、成長した市
場、そして変形した共同体」のもとで、社会的
リスクに対して国家の制度的措置ではなく、個
別的に対処しなければならない状態であったの
である。ｌ

ｌ
ｌ ３-３韓国の福祉体制への新自由主義の影響

以上のような韓国の福祉体制のもつ脆弱性の
問題が漏出される契機となったのは、他でもな
くIMF危機とそれに伴う新自由主義的な構造
調整＝市場経済化であった。経済危機克服のた
めに推進してきた市場経済化の過程は、高失業
や貧困層の拡大など深刻な社会・経済的問題を
もたらした。特に企業倒産や人力削減は失業
者を急激に増大させ、貧困層の拡大の主な原
因となっていた。１９９８年以前、２０万人であっ
た失業者の数が１７８万人以上にも達し、失業
率をも３％前後であったのが8.6％まで増加し
た。これとともに、貧困人口が大きく増加し
(<表3>)、全体的に都市勤労者世帯のジニ指数
も１９９７年の０.２８から１９９９年の０.３２へと悪

Ⅱ
↑
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を通じて財政支出を増やしていったこともよく
知られていることである0')。
さらに、危機状況における社会的不安のなか

で、ある種の社会的共同性を要求する市民社会
の組織的な働きが目立つようになったことも見
逃すことはできない。例えば、医療保険の統合
や基礎法の制定において労働者団体と数多くの
市民団体の広範な連帯活動の役割は非常に大き
いものであった。医療保険においては、民主労
総と健康連帯、参与連帯などの市民団体は、企
業主や政府官僚などの反対にも関わらず、医
療保険の統合の法制化を主導し、「社会的連帯
性の強化」をするような国民医療保険制度の法
的基礎を与えた。公的扶助の場合には、参与連
帯や経実連などの３０余りの市民団体が発議し、
これに民主労総や韓国労総、そして社会福祉学
界や宗教界が加わり入法成立に大きな役割を果
たしていた。社会的不安やアノミー状態のなか
に社会を統合する力として社会的紐帯が行われ
たといえよう。
IMF危機以降における韓国の福祉問題は、
以上のような状況の上でのものであった。そこ
には、市場経済化を推進しながらも、福祉に関
わる政府の役割を強調するような伝統的福祉国
家の理念を同時に実現しなければならない現実
的状況が反映されている。繰り返すが、脆弱な
韓国の福祉国家体制のもとで、経済危機や急速
な市場経済化の進行は、失業や貧困などといっ
た社会的リスクを増幅させ、それが市場、家族
や地域社会などを含む私的部門の福祉的諸機能
の弱体化という結果となり、その代わりリスク
を社会全体でシェアするような諸政策を整備・
拡充する、いわば意図せざる方向性としての福
祉国家化の方向へと急速に向かわざるを得なか
ったのである。このような韓国的経験には、経
験的事実として制度的福祉が含まれているとい

わざるをえない。

４「福祉社会論」の再考

IMF危機以降における韓国の福祉問題を眺
めてきたが、以上のような韓国的経験が示すも
のは、市場と福祉諸制度の関係性に関する重要
な論点である。IMF危機以後における韓国の
状況において、政府の福祉政策というものは、
市場経済化の展開の当初から、その市場経済に
随伴し、いわば市場経済の補完物として登場し
た。確かに、韓国の経済危機に対するIMFや
世銀の新自由主義的処方菱は、政府の福祉的諸
機能をミニマムにすることを要求していたはず
だが、実際には市場経済化の進行は、その当初
からく外部〉に福祉国家を要請していたのであ
る。それはあたかも市場が最初からその限界を
知っていたかのようにみえる。このような論点
は制度主義的研究での主張であり、「『制度やル
ール』と市場経済の相補関係」という考え方

(金子2001)でもある。重要なことは、福祉諸
制度それ自体は、新自由主義でいうような「非
経済的」であるとも「非効率的」であるとも言
えないことである。なぜなら、本稿における韓
国的経験が示すように、市場経済化の進展こそ
が、福祉政策の発達や成長の契機となったから
である。また、市場経済と福祉政策の関係があ
くまで前者が主役で後者が単に前者を補ってい
るという関係であるとも言えない。IMF危機
後に生じた韓国社会の不安定化の過程に典型的
に現れているように、福祉諸政策を含む制度的
要素が存在しないと、市場経済化の進展は行き
詰まってゆく、という関係性にあるからである。
市場経済は、市場外的な要因との相互作用のも
とでしか成り立たなかったという事実がこの韓
国的経験に含意されているのである。

’
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｜
’ ができよう。このような視点から、再び福祉社

会論に立ち戻り、論点を絞ってみることにする。
福祉社会論は、Polanyiに依拠しつつ、「福祉
国家の危機」を乗り越えようとした。それは、
｢市場経済化の進展のなかでも、福祉の供給が
市場の外側にある多様な制度領域によって担わ
れる」という認識であった。しかしながら、こ
のような認識は、Polanyiがそうであったよう
に、新古典派の市場モデルを無反省のまま受け
入れることによって、そのモデルのもつ限界か
ら一歩も外に出ることができないことになる。
実際、福祉社会論が組み込んでいる「市場」と
は、典型的に新古典派経済学が、そして実質的
にはほとんどの市場経済モデルが想定してい
る「市場」であって、その最大の特性は、「合
理的な諸個人が自己利益を追求する『自由』さ
え保証されれば自動的に最適な資源分配を行
う」ような世界である。こうした世界では、そ
もそも「福祉」という概念は意味を持たないは
ずである。なぜなら、市場はそれだけで財やサ
ービスの最適な分配を実現するから、そこでは

福祉の生産と、財やサービスの生産は何ら違い
もないからである。そのため、この普遍的な市
場モデルを前提としている福祉社会論において
は、単にそのく外部〉にある多様な制度領域の
存在だけが発見され、そのく外部〉の福祉諸制
度がく中心〉である市場に対して、どのような
作用・反作用を与えるのかを問うことにとどま
り、その解明は、そこで前提された市場モデル
そのものを疑うというものではなかったといえ
る。福祉問題における新自由主義的言説が示す
ようなく市場経済化と福祉国家の後退〉は所与
の事実とされ、「これからは福祉社会が到来す
る」というような説明構造になってしまうので
ある。福祉社会論は、Polanyiに依拠している
以上、「批判の対象としていた普遍的な市場モ

さらにいえば、以上のような市場と福祉諸制
度の相補関係は、後発福祉国家である韓国の特
殊の状況に限るものではない。というのは、先
進諸国における福祉諸制度の展開過程からは福
祉問題の韓国的経験が示す含意を見出すことが
可能である。すなわち「福祉国家の危機」以
後、西欧の多くの国々において福祉供給におけ
る公的部門の縮小とそれに市場原理の導入が追
求されているが、実は、そのような市場領域の
拡大は、むしろそこから市場原理とは異なる領
域の拡大をもたらしてきたのである。８０年代
以後、アメリカやイギリスを中心にしたニュー
ライト的政策は、民間部門の活力を引き出そう
として社会保障・社会福祉の市場化を追求した
が、その事、市場が拡大されるのではなく、非
営利団体や第３セクター、あるいはボランタ
リー団体などという市場的領域とは呼べない新
たな制度領域の拡大を生み出した。「小さな政
府」を柱とするレーガン政府は思い切った減税
を実施すると同時に非営利団体への補助金を大
幅に削減したが、その反面、民間企業の公益寄
付金の控除枠を大幅拡大することによって非営
利団体と民間企業の新たな連帯を構築しようと
したし（金2002)、イギリスの場合においても、
サッチャーが「ヴィクトリア的美徳に帰れ」と
述べる時、最も市場重視型政策を追及している
彼女が、実際には家族や地域の共同体的な役割
の復元を想定している事実を発見できる（金子
1997)。さらに、政策プランナーによる公共的
課題とは別にして、近年、報酬や社会連帯を目
的とする市民社会の動きが強まっており、そこ
において絶えず社会的連帯や共同性への要求や
期待がなされていることを観察することは難し
くない。韓国的経験が示す市場と福祉諸制度の
相互依存関係がある意味で普遍的な論点をもつ
ものとしてそこに存在することを垣間見ること

’
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デルを内在的に批判することはなかったがゆえ
に、新古典派と同じように市場経済をかえって
『合理的』に理解してしまった」という彼の限

界をそのまま継承しており、そこには近代社会
の市場中心主義パラダイムが潜んでいるように
も見える。実はこの点、誰もあえて指摘しては
いないけれども、福祉社会論のもつ強い新自由
主義偏りの傾向を指摘する通常の批判的見解を
突き詰めてみると、「国家の役割縮小論」とい
う指摘の背後には、上述したような限界に対す
る認識が内在していると思われる。
しかしながら、本稿の韓国的経験や８０年代

のニューライト的政策を踏まえるならば、福祉
社会論を救い上げる可能性が浮かび上がるだろ
う。それは、今日の福祉社会論には「新自由主
義的側面」と「制度主義的側面」という２つ
の側面が存在するが、前者を退け、制度論的
な説明から後者を救い上げることである。その
際、市場と福祉諸制度の関係性をいかに議論の
なかに取り入れるかが、重大なポイントとなる。
韓国的経験から読み取れたように、市場がく外
部〉から、あるいはく外部〉が市場から、それ
ぞれ独立した閉鎖系だと考えるものはまちがい
で、市場とそのく外部〉との関係は、相互依
存的なものである１２。そのため、福祉社会論は、
市場とそのく外部〉にある福祉制度ではなく、
むしろその塩路から抜け出るために両者の間の
相互依存関係性を問うことを、議論の出発点に
据えるべきである。「非市場の側、市場を支え
る制度の側に、普遍的な要素を発見していく」
という新制度学派の考え方（金子2000:５９）に
もとづきつつPolanyiの限界を克服することに
よって、福祉社会論のもつ難点が解決されると
思われる。もちろん、この問題を社会（科）学
の言語で語るためには、まだ多くの解決すべき
課題が山積しているが、福祉社会論が今日の福

祉問題を的確に捉えるためには、その出発にお
いてこのような問題群を考慮に入れなければな
らないのであろう。

５おわりに

以上、本稿では、まず「福祉国家の危機と
それを乗り越えようとする福祉社会論の構図や
ロジックを明確にした後、次に，韓国的経験を
分析しつつそこに残された課題を経験的な反証
を踏まえることで福祉社会論のもつ限界や可能
性を明らかにした。その過程で福祉社会論は、
福祉諸制度を市場にとってく外的なもの〉とし
て捉える傾向が強いがゆえに、現実の福祉問題
を的確に捉えることができないことを指摘した。
強調しておくが、福祉社会論は、制度論的説明
からその両者の関係性を議論の内部に組み入
れることによってはじめて、「新自由主義偏り
の福祉社会論」という汚名をそそぐことができ、
また現実の福祉問題を見つめる視点を備えるこ
とになるだろう。
もちろん、韓国的経験を通じて提示した論点

は、「市場の限界に、制度の発生や発展のゲネ
シスが存在している」というきわめて古典的な
原則であるかもしれない。しかし、それをただ
単に古い問題とすることはできないであろう。
近年の「多様な第３の道」論が示しているよ
うに（住沢2002)、福祉問題に新自由主義的傾
向がより拍車をかけるグローバル時代のなか
で、一方では、「効率」を重視する市場経済と、
他方では「社会的公正」を重視する福祉改革と
をいかに併行するかという問題が、多くの國に
おける共通の課題となっていることを考えれば、
本稿で扱った論点は今日の福祉研究に意味深い
ものでるといえよう。
最後に、以上のような議論を踏まえて福祉社 ’

- ７ ４ -

|



明らかにすることによって、韓国的経験を位置
づける類型論的基礎が与えられると同時に、福
祉社会論に対してそれのもつインプリケーショ
ンがより具体的なかたちでみえてくるだろう。
今後、福祉社会に関する制度比較の視点を取
り入れつつ、市場経済と福祉諸制度の関係の間
に介在する多様なアクターの力関係を考察する
ことの重要性を課題として指摘し、ここではひ
とまず論を閉じることにしたい。

会論の進むべき方向性を提示しておきたい。
まず、福祉国家と福祉社会の関係性に関する

点である。冒頭で述べたように、これまで福祉
社会論においては両者の相違が必要以上に強調
される傾向が強かった。しかし市場と福祉諸制
度の相補関係性を取り入れるならば、福祉国家
と福祉社会とは対立するものとみなされるもの
でも、段階論的説明に結び付けられるものでも
ない。政府を含む制度領域と市場との関係性に
関する議論を検討してきた我々は、福祉社会の
なかの福祉国家という立場をとるにせよ、福祉
社会と福祉国家を同列的にみる立場をとるにせ
よ、政府の福祉的役割は、福祉社会というコン
テキストのなかで考えなければならない。福祉
問題は、福祉社会の諸部門や諸制度の間の関係
性や相互作用のなかで解決されるものである。
次に、市場と福祉諸制度の関係性を福祉社会
論に組み込むとすれば、真に問われるべき問題
は、市場に組み込まれている福祉諸制度の構造
とは何か、という点であろう。というのは、市
場と福祉諸制度の関係については共通の条件が
あるとしても、各国における福祉諸制度の発展
経路やその具体的なかたちには、実際バリエー
ションが存在しており、それはその両者を取り
巻く、国ごとの異なる構造的特性によって決ま
ってくると考えるからである。そのため、福祉
社会に対する我々の考察は、市場と福祉諸制度
の相互依存関係という共通理解の上に立って、
市場に組み込まれている福祉諸制度の特徴的な
あり方から、制度比較を行う方法論的視座を包
み込まなければならない。さしあたりその特徴
としてみておく必要があるのは、市場と福祉諸
制度の間に介在する政治的要因、いうならば福
祉政治wel伽℃politicsである。西欧あるいは日
本と比べて韓国の福祉社会の構造的特徴に見ら
れる政治的状況や制度のあり方の質的な相違を

注
(1)もちろん、それにしても、これらの言説が福
祉国家のすべてを否定するとは限らない。しかし、
国家が福祉供給に参加するとしても、何らかの理
由で､市場内部で生計をたてることのできない人々
に対する最小限の所得を保障することに限定され
る(Hayekl960=1987a:124)｡FriedrichHayekに
よれば、「自由社会は、全ての人に、ある最低水
準の厚生を供与することは可能であるが、あらか
じめ想定されたある種の正義の概念に従って所得
を分配することとは両立しない」(Hayekl960=
1987b:70)。つまり、何らかの理由から不運に陥っ
た人々に対する最低所得保障を与えることは容認
されるにしても、制度的なモデルによる福祉政策
は人々の自由を侵害するために、あるいは市場メ
カニズムを停止させるために認められない。いず
れにせよ、Hayekにとって、福祉政策は「必要悪」
としての存在であるとしか言わざるを得ない。

(2)金子の場合は、主流派経済学を批判する文脈で
新古典派流の考え方を以上のように定義している。
(3)その用語づけは、福祉社会以外に福祉ミックス
や福祉多元主義あるいは福祉複合体などさまざま
であるが､「『福祉多元主義』や「福祉ミックス」は、
「『福祉社会』を実現する具体的な方策」であると

いう意味から(藤村1999:3)、本稿では従来の福
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祉国家論と対比するかたちで、本稿では福祉社会
論という用語を使うことにしたい。

(4)例えば、HaroldL.Wilensky(1975=1984)に
よって行われた「制度の経過年数」や「社会保障
費の対GDP比」を中心とする議論は、そのような
傾向を強くもっていた。
(5)上述の丸尾の引用だけでなく、そもそも「福祉社
会」という言葉には、ある種の「新自由主義的バ
イアス」がかかっていることは、よく観察される。
その１つの例として挙げられるのが、８０年代にお
ける「日本型福祉社会論」である。詳しくは、武
川(2001)を参照。
(6)この考え方は、市場支配的なグローバルゼーシ
ョンの傾向のなかで「２０世紀中盤に形成されてき
た福祉国家中心のものから、２０世紀後半に福祉多
元主義的な方向にいくという流れは、……再分配
中心のものが、制度面・社会意識面において……
自助、報酬、市場交換の各々へある種の期待や要
請がなされるという変化が起こったものとして捉
えられる」という福祉社会論者の言葉のなかで最
もよく現れている（藤村2001)｡

(7)もちろん、これらの変化のなかには、職業訓練
や自活支援プログラムなどワークフェア的要素が
存在するが、政策全般からみるとそれはそれほど
大きいものではない。というのは、基礎法の予算
に占めるそのプログラムの割合は、非常に低いか
らである。つまり、基礎法の予算（医療保護含み）
は、過去の生活保護制度が実施されていた1999
年の１兆9451億Ｗｏｎから2001年には３兆269
６億Ｗｏｎへと増加したが、そのなかで自活事業の
予算は９２４億Ｗｏｎで、その割合は2.8%に過ぎ
ない。そして、ワークフェアの対象者数は、８万
３千名で、基礎法の全体対象者の155万名のなか
5.3％に過ぎない。
(8)「生産的福祉」というものは、当時政府におけ
る福祉改革のスローガンである。これに関しては、

金（2004）を参照されたい。当時政府によって発
表された『生産的福祉への道』(1999)という報
告書は和訳も出版されている（2002)。

(9)制度別の適用率をみると、国民年金が
４７．４％、産災保健が６２．４％、雇用保険が
51.8%で未適用対象が相当存在していた‘，

⑩社会保険が全国民をカバーするような普遍
主義を前提として拡大したにも関わらず、多
くの排除者が存在することも事実である。例
えば、全体労働者のなか、国民年金の加入
率は49.5％、医療保険の場合は52.l%.、雇
用保険の場合は44.l%に過ぎない状態であ
る。しかし、それにしても、国民皆年金・皆
保険の実施によって、保険対象者は相対的
にも絶対的にも大幅増えたことは事実であ
る。1997年から2000年の間、産災保健は
８２４万名→８８６万名、雇用保険は４３０万名
→６７５万名、公的年金は８５７万名→１，172
万名へとその適用者は増加した。
(ll)医療保険においても金大中政府は世銀が要
求していた国民年金の民営化や医療貯蓄|ｺ座
の導入など新自由主義的な社会政策は拒否さ
れた(WorldBank2000)。さらに、医療保
険の統合や年金制度の改革をも新自由主義的
改革から離れるものである。しかしそうはい
っても、世銀やIMFの韓国内の活動が韓国
福祉国家の発達を防ぐ一方ではなかったこと
も見逃すことはできない。なぜなら、制度整
備が極めて弱かった韓国の状況に対して、世
銀は失業保険の拡大適用や多様な失業対策を
勧告し、それが当時政府の福祉拡大に肯定的
な影響をも与えたのである。

⑫この問題は広くは市場と非市場の関係性
の問題として捉えられるが、それについては、
Hodgson(1988=1997)、金(2002)を参照さ
れたい。

’

- ７ ６ -



文献
Bryson,Lois,1992,恥脆だ&7heSraだ,Macmillan.
Esping-Andersen,Gosta,1990,7yie""ewor"Qfwe肋彪cqp""sm,PolityPress.
Ever,Adalbertand,IvanSvetlikeds.,1993,Bａ〃"c腕gPJ"a"s"2f"ew唯脆彫Mixi"m"/brrheE"と小Aveburyb
大統領秘書室生活の質向上企画団,1999,『生産的福祉への道』トィソルダン．
Hayek,FriedrichAugustBon,1960,7ｿieCり"s"""o"Q/Ljberl)LLondon:Routledge&KeganPaul.(=1987a,気賀健三・

古賀勝次郎訳『ハイエク全集第７巻：自由の条件Ⅲ』春秋社;1987b,篠塚慎悟訳『ハイエク全集第
９巻：法と立法と自由II社会正義の幻想』春秋社.)

Hill,Michael,1996,Soc"/Po"cy:ACo"Ipq"iveA"α棚s,PrenticeHall&HarvesterWheatsheaf.
平岡公一，2000,「社会サービスの多元化と市場化」大山博・炭谷茂・武川正吾・平岡公一編『福祉国家への視

座』ミネルヴァ書房：30-52．
Hodgson,GeoffreyM.,1988,Eco"omjcsα〃伽"""o":A"@e"jges"かａＭｏ血r"ﾉ"s"r""o"α/Eｂｏ"o"'jcs.(=1997,八

木喜一朗・橋本昭一・家本博一・中矢俊博訳『現代制度学派，経済学宣言』名古屋大学出版会.）
洪舸駿,1999,『韓国の社会福祉体制研究一国家・市場・共同体の結合構造』ナナム出版．
星野信也,1985,「福祉社会」『大百科事典』12巻平凡社．
藤村正之,1999,『福祉国家の再編成一「分権化」と「民営化」をめく奪る日本的動態』東京大学出版会．

,2001,「福祉国家と福祉社会論の社会学的文脈-その再検討の構図」三重野卓編『福祉国家の社会
学』東信堂，5-25．

Johnson,Nonnan,1987,7陀唯比花S""j"7m"s"jo"HarvestWheatsheaf(=1993,青木郁夫・山本隆訳『福祉国家
のゆくえ-福祉多元主義の諸問題』法律文化社.）

鄭武權，２０００＝２００２「『国民の政府』の社会政策一新自由主義の拡大？社会統合への転換？」キム・ヨンミョ
ン編『韓国福祉国家の性格論争』人間と福祉，29-80．

金子勝,1997,『市場と制度の政治経済学』東京大学出版会．
-，２０００，『経済の倫理』新書館．
-,2001,『セーフティーネットの政治経済学』ちくま新書

金世均,1998,「経済危機，新自由主義，そして労働運動」『経済危機，新自由主義そして労働運動』韓国労働
理論政策研究所．

金成垣，2002,「民間営利企業の社会貢献活動」東京大学大学院人文社会系研究科修士論文．
，2004,「新自由主義と福祉政策一韓国の『生産的福祉』からの一考察」社会政策学界編『社会政策
学会誌第ll号新しい社会政策の構想』法律文化社,215-37.

李惠良，2002,「韓国福祉国家性格論争の含意と研究方向」キム・ヨンミョン編『韓国福祉国家の性格論争』人
間と福祉449-84．

李ソンウ・呂ユジン,2001,「生産的福祉の背景と目的」韓国社会福祉学研究会編『状況と福祉』９号,13-45.
正村公宏，2000,『福祉国家から福祉社会へ-福祉の思想と保障の原理』筑摩書房．

’

！
-７７ -

Ｉ



丸尾直美,1996,「福祉供給における市場機能と福祉ミックス」『季刊社会保障研究』３２巻２号,104-16.
-,1998,「福祉ミックス社会とは何か」加藤寛・丸尾直美編『福祉ミックス社会への挑戦一一少子・高

齢時代を迎えて』中央経済社．
Mishra,Ramesh,1990,7We唯脆花srmej"QIp"/SocieO':Po"cjesq/Re"で"ｃｈ"e"r""dMqj"だ"α"cej〃助mpe,ﾉVひ肋

Ａｍｅ〃ＡａａＭＡ"s"qα伽HarbesterWheatsheaf
岡田与好,1984,「『福祉国家』理念の形成」東京大学社会科学研究所編『福祉国家Ｉ福祉国家の形成』東京大

学出版会,31-86.
朴ヌンフ，2000,「生産的福祉一福祉理念としての意義と課題」韓国社会福祉学会2000年春季学術大会資料集
Pierson,Christohper51991,BeyoM剛e耽伽花Ｓｍ花？（＝1996，田中浩・神谷直樹訳『曲がり角にきた福祉国家』未

来社.）
POmnyi,Karl,1977,7We"ve"肋odq/ﾊ仇z",AcademicPI℃ss，
杉浦克己,2001,「多元主義経済社会の構想と経済学の課題」杉浦克己・柴田徳太郎・丸山真人編『多元随経済

社会の構想』日本評論社:1-32.
住沢博紀，2002,「福祉国家と『第３の道』の政治学」宮本太郎編『福祉国家再編の政治』ミネルヴァ書房：

307-58．
武川正吾,1999,『社会政策のなかの現代一福祉国家と福祉社会』東京大学出版会．
-,２００１,「連帯と承認をめぐる弁証法-福祉国家と福祉社会の協働のために」三重野卓編『福祉国家

の社会学』東信堂：26-43．
Walker,Alan,1984,Sりc"JP"""腕g:AS"wegyj'rSりc""“恥脆",BasilBlackwell.
Wilensky,HaroldL.,1975,7y@e唯脆彫Srn花α"。幼"α"":S"必c“だα"。〃とojOgjcqﾉRoorq/P"McEmend加花,BelPkley:

UniversityofCalifbrniaPress.(=1985,下平好博訳『福祉国家と平等』木鐸社.）
WorldBank,2000,GCTheKoreaPensionSystemataCrossroads.''WorldBankReportNo､204M-KO.

※本研究は、日本福祉大学21世紀COEプログラムからの助成を受けている。

(きむそんうおん、東京大学大学院、wonn45@hotmail.Com)

-７８ -



’
’

-６ムー

uIsIIEJ9qII-ogu91EuosaI10useop犯叩心Ｃｅ叩IE!3osQJEJIeMe叩gzIIEmdeouoool91uIod

血ＥＳＳ調ｇｕ９叩sJeAoosIpJededsIII169AoqEsIMIEuee叩uopesBg．senss!9JEJIsMueeJo列ｍoJJeouepﾘA瓠glunoo

l叩ug!Jedxgｇ叩3u!ppefqAJoe叩IeposeJBJIgMEJo!!epWs-eld!ou!JdmelMs｡!e叩uouoIsnlouooEMe叩Ｃｌ
cKIpuooespueCllep!s-ms!IEuo!1mpsu!l!9叩puellep!s-msIIBJeq!I-o9u'!⑨叩JoggJmonJ1seIqnopesel!3uldsEJ3（ｑ

血o⑨叩凹ooseJEJIe紬⑨叩Jo9oueoﾘ皿3!spuegu!IIEgmg叩心鯉loolGKIJsJUGsい⑨deds叩JoesodmdelU･seseo
fuemuI91els瓠剛eMEJouopo叩gJSJJeSSE犯叩o!3oIms!IEJeq!I-ogue叩叩恥Jedeuomds!<Jqg!oosaIEJI9M
O1glmSeJEJIg">JOMe!A9叩olu!pelEJ8elu!sﾘqo!q紙川gno叩s!qL･li91B1S9JEJIgMI!E90eldeJJoluｅｍgldmoo
ｕＥｏｌ叫岫sEpessnosIpue9qsEII|{ﾊ卿OoseJEJI9"'!eGgdIEJIgMIEIOOSe叩uoslugmn8JE1ugo9J9叩ul

川〃〃oM-g""Ｓ’

sgnssIaIEJIeMuogou叩edxHsGEaIoXqgnoJql

‘血④p⑪S測町旧仙,加皿⑪!1RI叩!suO淵H


